
                                   

 

令和４年９月 16 日 

自治会・町内会会長 様 

 

                             横浜家事調停協会 

                             横浜民事調停協会 

                             神奈川民事調停協会 

                             保土ヶ谷民事調停協会 

 

 

横浜地区無料調停手続相談会開催チラシの掲示方について（依頼） 

 

横浜市家事調停協会・横浜民事調停協会・神奈川民事調停協会・保土ヶ谷民事調停協会

の 4 調停協会では、本年度も最高裁判所から委嘱を受け、無料調停相談会を開催すること

となりました。 

家庭内及び社会生活における紛争解決の手段の一つである調停制度は、本年に制度発足

後１００年を迎えることとなりましたが、調停制度に対する市民の方々の認識度は低く、

それ程積極的に利用されていないのが現状で、未だ紛争解決に悩んでおられる方も多いの

ではないかと思われます。 

このような中で、4 調停協会では、調停相談会を通じて本制度の普及を図り、紛争解決

の一助として頂きたいと考えております。 

つきましては、何卒趣旨をご理解賜り、貴自治会・町内会の皆様にご案内するべく同相

談会開催のチラシの掲示について、ご協力下さいますようお願い申し上げます。 

なお、同相談会は、横浜市のご後援を頂いております。 

 

令和 4 年度「無料調停手続相談会」   （区役所にチラシ配架） 

日時：令和 4 年 11 月 12 日（土）10 時～16 時 

場所：かながわ労働プラザ（京浜東北線 石川町駅 徒歩 5 分） 

 

※調停制度とは 

 紛争を解決する方法としては、訴訟(裁判)と調停の二つがあります。調停は、裁判官と民間の調停委

員二人で構成する調停委員会が当事者の言い分を聴き、当事者双方が納得の上で問題を解決できるよ

う助言やあっせん、解決案の提示などを行い、法律的な観点を基本に置きながらも、争いの実情に応

じた柔軟な解決を図る手続きです。 

合意に至った結論は、裁判の判決と同一の効力を持ちます。また、誰でも簡単に利用できる上、当

事者は法律的な制約に捉われずに自由に言い分を述べることができるという利点があります。  

 

＜なお、コロナ感染症等により、緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置が発令された場合は中止とします。> 

 

問合せ先   横浜地方裁判所総務課庶務第二係 ℡045-664-8778 

       横浜家庭裁判所総務課庶務係   ℡045-345-3505 





神区団共発第 38 号 
令和 4 年 9 月 16 日 

自治会町内会長 様 
 

神奈川県共同募金会 
横浜市神奈川区支会 
支会長 河原 史郎 

 
令和４年度 共同募金運動の実施および実施要項・封筒等の郵送について（お願い）   

 
時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
さて、本年も共同募金運動の実施が近づいてまいりました。 
例年、共同募金運動においては自治会町内会のみなさまに多大なるご理解とご協力をい

ただき、心より感謝いたします。 
本年も大変恐縮ではございますが昨年同様、共同募金運動に格別なるご配慮、ご尽力を

賜りますよう、お願い申し上げます。 
つきましては、共同募金関係資材（実施要項・募金用封筒・ポスター・払込用紙等）を       

同封いたしましたのでお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。 
なお、新型コロナウイルス感染防止を図りながらの活動となるため、活動期間を    

延長し１０月１日から３月３１日までとさせていただいておりますので、ご協力お願いい

たします。 

 
 

【事務局】 
                        共同募金会神奈川区支会 
                        （神奈川区社会福祉協議会内） 

担 当：本橋・井野 
                        住 所：神奈川区反町１－８－４ 
                        電 話：３１１－２０１４ 
                        ＦＡＸ：３１３－２４２０                         

※郵便局払込手数料について 
 
 同封した青色の払込用紙を必ずご使用ください。（手数料免除の口座になります。） 
 ゆうちょ銀行窓口での手続きに限り手数料が免除となります。 
※窓口で払込の際は別紙通知文（手数料無料の証明になります）をお持ちください。 

 【免除となる手数料】硬貨取扱い手数料 
 現金での手続きに対する料金加算（110 円）、送金手数料 
 

 ＡＴＭご利用の場合は通常の手数料がかかりますのでご注意ください。 
 



別 紙



●10～3月実施事業 

…令和４年度内に配分  

●4～9月実施事業 

…令和５年度に配分  

  

◇ 令和５年度に配分 
◇ 令和５年度に配分 

共同募金の流れ 
 
 

         令和４年度の募金使途計画をもとに目安額を設定します。 

 
 

募金運動の実施 
 
 
 
 
 

 

                                
 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

【募金の配分】         【募金の配分】 

一般募金 
（広域計画分） 

 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 般 募 金 

（運動期間１０月 1 日～３月 31 日） 
※例年より期間を延長して実施します。 

年末たすけあい募金 

（運動期間 12 月 1 日～３月 31 日） 

●地区社協活動支援費 
 
●神奈川区社会福祉協議会

の事業費 
 
●年末たすけあい募金配分

金助成（令和 3 年 10 月～ 
令和 4 年 9 月の事業） 

・地域団体(地区社協、 

地区民協、地区連合等） 

・ボランティア団体 

・当事者団体、障がい者 

地域作業所 等へ 

【例：地域の世代間交流等の行事、

施設の備品購入・建物修繕費】 

◇地区社協支援費 

 

◇神奈川区社会福祉協議会

の事業費 
 

◇共同募金配分金事業助成 

（ふれあい助成金を通じて） 

・地区社会福祉協議会 

・民生委員児童委員協議会 

・ボランティア団体等 へ 

 

戸別募金、街頭募金、法人募金、職域募金、その他募金 

○県内の社会福祉施設・団体 

 

○区内の社会福祉活動団体 

  在宅福祉サービス団体に運

営費として配分されます。 

 

○区内の社会福祉施設・地域

作業所など社会福祉施設、

障害者地域作業所、グルー

プホームへ備品購入費や施

設整備の工事費等として配

分されます。 

 

 

令和３年度 

令和４年度 

共同募金会神奈川区支会 

神奈川県共同募金会 

送金 

神奈川県共同募金会 神奈川区社会福祉協議会 

年末たすけあい募金 一般募金 
  (地域計画分) 

 



 

 

 

「横浜市中期計画2022～2025（素案）」の公表とパブリックコメントの実施について 

 

日ごろから、市政への御理解と御協力を賜りありがとうございます。 

さて、横浜市は、新たな中期計画を 2022（令和４）年度に策定します。 

本年５月に「新たな中期計画の基本的方向」を公表し、６月の市連会・区連会で

市民意見募集の周知についてご協力をお願いさせていただきました。その結果、 

４１０人・団体から意見をいただくことができました。改めて御礼申し上げます。 

これら市民意見募集や市民アンケート、有識者への意見聴取も等も踏まえ、「横

浜市中期計画 2022～2025（素案）」を策定し、８月 30 日（火）に公表しました。 

今後、原案の策定に向け、９月 15 日（木）から 10 月 14 日（金）まで「素案」

に対するパブリックコメントを行います。地域の皆様から多くのご意見をいただき

たく、地区連長におかれましては、パブリックコメントを行っている旨を各単位町

内会にお知らせいただけると幸いです。 

ご意見をいただくに当たり、「広報よこはま特別号」を作成し、「素案」の概要と

パブリックコメントの実施について９月 18 日（日）に新聞折込にて配布を行いま

すので、併せてお知らせいたします。 

今後、多くの市民の皆様の御意見を反映させながら、令和４年 12 月頃に「原案」

を策定します。 

 

【配付資料】 

「広報よこはま特別号」 

 

◆参考：新たな中期計画の策定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：政策局政策課 柴・西島 

電話：671-2010 

FAX：663-4613 

メール：ss-newplan@city.yokohama.jp 

広報よこはま 
特別号 

広報よこはま 
７月号 

神 奈 川 区 区 連 会 

９ 月 定 例 会 説 明 資 料 

令 和 ４ 年 ９ 月 1 6 日 

政 策 局 政 策 課 

2022 年（令和４年）５月 「新たな中期計画の基本的方向」 
策定にあたっての考え方や骨子をお示ししています。 

2022 年（令和４年）８月  素案の策定（今回） 
具体的な目標や取組内容をお示しします。 

基本的方向に対する市民意見募集の実施等 

 素案に対するパブリックコメントの実施等 

2022 年（令和４年）12月頃 原案の策定 
素案に対するご意見を反映させます。 

 



1特別号／

特別号
2022（令和４）年９月発行

【編集・発行】政策局政策課 
〒231-0005 中区本町6-50-10

045-671-2010 045-663-4613
ss-chuki2022@city.yokohama.jp

このたびお届けした「広報よこはま特別号」は、新聞折り込みで配布しています。なお、毎月1日に発行の「広報よこはま」は、一部を除き自治会町内会
を通じて配布しています。「広報よこはま」が届いていない場合の問合先は、政策局広報課（ 045-671-2332 045-661-2351）になります。

横浜市中期計画2022~2025（素案）

共にめざす都市像
明日をひらく都市

OPEN×PIONEER 2040 YOKOHAMA

　本計画では、2040年頃の横浜のありたい姿を示し、その実現に向けた基本戦略を示し
たうえで、9つの戦略と38の政策を検討しました。2022年12月予定の原案の策定に向け、
素案をお示ししご意見を募集します。

38の政策

2040年頃のありたい姿

2030年を見据えた戦略

2040年

2022年
〜2025年

2030年

財政ビジョン 行政運営の基本方針

中期計画
2022~2025の枠組み

　2040年頃の横浜のありたい姿を「明日をひらく都市」と
してお示しし、横浜に携わる、全ての人が前を向き、希望に
みちあふれた毎日を送れる、世界のどこにもない都市を目
指します。

　「財政ビジョン」で掲げた「必要な施策の推進と財政の健全
性の維持」を実現していくためには、政策の優先順位付けも必
須です。そのため、「基本戦略」への貢献度が強い策を優先して
実行していくことと、「行政運営の基本方針」を踏まえた行政
サービスの最適化（事業手法の創造・転換）をセットで進め、将
来の横浜市民を支える財源もしっかり確保していきます。

共にめざす都市像の実現に向け、特に
重要な政策の達成に向けた10年程度の
取組の方向性

5つのテーマ

01 子育て世代への
直接支援

⃝出産費用、小児医療費等経済的負担
の軽減

⃝すべての生徒が満足できる中学校給
食の実現　　等

02 コミュニティ・
生活環境づくり

⃝自治会町内会等を通じた子どもの
育み

⃝子育て世帯にも居心地の良い図書館
づくり　　等

03 生産年齢人口流入
による経済活性化

⃝生活圏内での移動利便性の向上
⃝中小・小規模事業者への支援　　等

04 まちの魅力・
ブランド力向上

⃝ガーデンシティ横浜のさらなる推進
⃝3つの動物園の特徴をいかした憩い・

癒しの場の創出　　等

05 都市の
持続可能性

⃝災害から命を守るための地域防災力
の向上

⃝ゼロカーボンシティの推進　　等

　未来の横浜を担う次世代を育むことで、共に未来を切り
拓く市民を増やし、都市の活力・持続可能性を高めます。
　横浜に関わる様々な人・団体の皆様との協働・共創を通
じて、横浜の魅力をさらに高め、

「住みたい都市」「住み続けたい都
市」「選ばれる都市」を目指します。

様々な困難を抱えていても、
その人が望む道を選択し、

みんなで応援する都市

たくさんの人が集い、
明日を感じ、

語らいあえる都市

自然や文化をはじめとした、
豊かなまちの魅力を

ひらく都市

多種多様な人の才能、
その人らしい可能性を

ひらく都市

多くの様々な企業が集まり、
つながり、新しい価値を
生み出しつづける都市

横浜が持続可能であることは
もちろん、地球における
持続可能性をひらく都市

共にめざす都市像 明日をひらく都市

行政運営の基本方針

財政ビジョン

９つの戦略

2022年〜2025年までの具体的取組

戦略に沿って4年間で重点的に推進する取組38の政策

子育てしたいまち
次世代を共に

育むまち
ヨコハマ

戦略 1
戦略 5

テーマ02
コミュニティ・
生活環境づくり

戦略 2
戦略 7

戦略 4

テーマ03
生産年齢人口
流入による
経済活性化

戦略 5 戦略 9

戦略 3

テーマ05
都市の

持続可能性

戦略 8

戦略 6

テーマ04
  まちの魅力・

ブランド力向上

戦略 7

戦略 1

テーマ01
子育て世代への

直接支援

基本戦略基本戦略
子育てしたいまち

次世代を共に育むまち ヨコハマ

横浜の未来を一緒に考えませんか？



2 ／特別号

　10年程度の中長期的な9つの戦略を定めるとと
もに、戦略を踏まえて計画期間の4年間に重点的に
取り組む38の政策をとりまとめています。
※詳細は横浜市中期計画2022～2025（素案）の冊子をご覧く

ださい。冊子へのアクセス方法は次ページにあります。

すべての子どもたちの
未来を創るまちづくり

Zero Carbon 
Yokohamaの実現

新たな価値を創造し続ける
郊外部のまちづくり

未来を切り拓く経済成長と
国際都市・横浜の実現

誰もがいきいきと
生涯活躍できるまちづくり

　若い世代が横浜に住み、希望する人が安心して妊娠・
出産・子育てできる環境づくりなど、子ども・子育て支援
のより一層の充実を図ります。

　「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成をめざし、
全ての子どもの資質・能力の向上につながる教育の充実を図ります。

　2050年のカーボンニュートラルの達成に向け、
2030年度の温室効果ガス削減目標を50％とし、市民
や事業者等の皆様と連携した取組を進め、脱炭素を通
じた本市の更なる成長につなげます。

　2030年のSDGs達成に貢献するとともに、循環型社会の構築を目指
します。

　健康で生きがいを実感し、住み慣れた場所や希望す
る場所で自分らしく暮らすことができる地域共生社会
を実現します。
　医療や介護が必要になっても自分らしく安心して生
活することができるよう、介護、医療、保健・福祉の充実
を図ります。

関連する政策
関連する政策

関連する政策

関連する政策

関連する政策

政策
1

切れ目なく力強い子育て支援
～妊娠・出産期・乳幼児期～ 政策

18 脱炭素社会の推進

政策
26

人を惹きつける
郊外部のまちづくり

政策
20 中小・小規模事業者の経営基盤強化

政策
19 持続可能な資源循環の推進

政策
27

豊かで暮らしやすい
住まい・環境づくり

政策
28

日常生活を支える
地域交通の実現

政策
21

スタートアップの創出
・イノベーションの推進

政策
22 観光・ＭＩＣＥの振興

政策
23 市内大学と連携した地域づくり

政策
24 国際ビジネス支援と地球規模課題解決への貢献

政策
25 世界から集い繋がる国際都市の実現

政策
7 市民の健康づくりと安心確保

政策
2

切れ目なく力強い子育て支援
～乳幼児期・学齢期～

政策
8 スポーツ環境の充実

政策
3

困難な状況にある
子ども・家庭への支援

政策
9 地域コミュニティの活性化

政策
4

児童虐待・DVの防止と
社会的養護の充実

政策
10 地域の支えあいの推進

政策
13 障害児・者の支援

政策
5

子ども一人ひとりを
大切にした教育の推進

政策
11 多文化共生の推進

政策
14 暮らしと自立の支援

政策
16 在宅医療や介護の推進

政策
6 豊かな学びの環境の実現

政策
12 ジェンダー平等の推進

政策
15 高齢者を支える地域包括ケアの推進

政策
17 医療提供体制の充実

戦略

1
戦略

3

戦略

5

戦略

4

戦略

2

　中小・小規模事業者の事業継続・発展に向けた支援や
多様なプレーヤーによるオープンイノベーションの推
進、外国人材・外国企業に選ばれる魅力的な環境づくり
などにより、横浜経済の更なる成長や「国際都市・横浜」
としての魅力づくりを進めます。

　良好な住環境を維持し、働き方やライフスタイルの
変化への対応、地域交通の維持・充実等により、多様な

暮らし方ができる持続可能な郊外住宅地のまちづくりを目指します。

・出産費用（基礎的費用）の無償
化を含む妊娠・出産・子育てに
かかる経済的負担の軽減

・中学3年生までの医療費助成
の所得制限や一部負担金を撤
廃し、安心して医療機関を受
診できる環境を整備

中学校給食の利用を原則とし、
デリバリー方式による供給体
制の確保と生徒に満足しても
らえる給食の提供に向け推進

新たな図書館像の構築と市民
の豊かな学び環境の充実

自治会町内会等の
運営支援の強化

商店街の活性化

・戦略的な土地利用の誘導・推進
・上瀬谷地区における新たな活性化拠

点の形成
・国際園芸博覧会の開催に向けた取組

高齢者の外出支援の観点で、敬老パス
のIC化により得られる利用実績等も
踏まえながら、敬老パス制度（75歳以
上無償化）も含め、持続可能な地域の
総合的な移動サービスを検討

市内大学の知的資源・
研究成果をいかしたさ
らなる地域貢献

生活に困窮している
人への自立支援

妊娠・出産から一貫した子ども
のための医療体制の充実

冊子
23Ｐ〜
36Ｐ

冊子
61Ｐ〜
66Ｐ

冊子
67Ｐ〜
80Ｐ

冊子
81Ｐ〜
88Ｐ

冊子
37Ｐ〜
60Ｐ

9つの戦略及び38の政策



3特別号／

https://www.city.
yokohama.lg.jp/
city-info/seisaku/

hoshin/4kanen/2022
-2025/soan.html

【具体的なページや項目名】

【ご意見欄】

（例：P●の政策○○○○について）

のりしろ（ここにのりをつけてください）

のりしろ（ここにのりをつけてください）

の
り
し
ろ
（
こ
こ
に
の
り
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
）

パブリックコメントを実施します！ ご意見をお寄せください。

成長と活力を生み出す
都心・臨海部のまちづくり

災害に強い
安全・安心な都市づくり

市民生活と経済活動を
支える都市づくり

花・緑・農・水の豊かな魅力あふれる
ガーデンシティ横浜の実現

　国内外から人や企業が集い活躍できる環境の充実や
来訪者が訪れたくなる魅力的なまちづくりを一体的に
進めます。

　既存施設等の計画的な再生・機能強化、文化芸術創造都市施策による
魅力・賑わいの創出などにより成長と活力ある都市を実現します。

　大規模な地震や風水害等の自然災害が発生しても、
市民の命を守り、都市機能の維持、迅速な復旧復興がで
きるようハードとソフトの両面からの取組を進め、誰も
が安全・安心に暮らせる強靱な都市を実現します。

　交通ネットワークや国際競争力のある港などの整備
を推進し、横浜経済の更なる発展、国内外からの人・投
資を呼び込みます。公共施設の保全更新を計画的かつ
効果的に進め、都市機能の強化を実現します。

　多様な恵みをもたらす花・緑・農・水をいかした「ガー
デンシティ横浜」の推進や生物多様性保全への理解と
行動の促進、活力ある都市農業の展開を通じて、2027
年開催予定の国際園芸博覧会の成功につなげ、横浜な
らではの魅力と賑わいを創出し、自然共生による豊か
な暮らしを実現します。

関連する政策
関連する政策

関連する政策

関連する政策

政策
29

活力ある都心部・臨海部の
まちづくり

政策
33 地震に強い都市づくり

政策
36 交通ネットワークの充実

政策
31 自然豊かな都市環境の充実

政策
30

市民に身近な文化芸術創造
都市の推進

政策
34 風水害に強い都市づくり

政策
37 国際競争力のある総合港湾づくり

政策
35 地域で支える防災まちづくり

政策
38 公共施設の計画的・効果的な保全更新政策

32 活力ある都市農業の展開

戦略

6
戦略

8

戦略

9
戦略

7

9月15日（木）～10月14日（金）まで

横浜市中期計画
2022～2025 検索

素案の詳細は
ホームページで

ご覧いただけます

市民情報センターまたは
各区役所で閲覧可能です

・山下ふ頭再開発の推進
・回遊性の向上と多様な

主体の連携による賑わ
いづくりの推進 防災意識の浸透 	

（自助意識の向上）

鉄道ネットワークの整備推進

都市ブランド力の向上に
向けた動物園の充実

冊子
89Ｐ〜
94Ｐ

冊子
95Ｐ〜
100Ｐ

冊子
101Ｐ〜
108Ｐ

冊子
109Ｐ〜
116Ｐ
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のりしろ

のりしろ

〒    ー

の
り
し
ろ

切り取り切り取り

ご
住
所

お
名
前

＜注意＞
●ご意見を正確に把握する必要があるため、電話や口頭でのご意
見はお受け付けすることができません。
●頂いたご意見は、原案策定の参考にさせていただきます。個人
情報を除き、本市の考え方と合わせて後日公表させていただき
ます。
　個別の回答は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
●ご意見の提出に伴い頂いた氏名・住所・メールアドレス等の個
人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に
従って適正に管理し、本案に対する意見募集に関する業務に
のみ利用させていただきます。横浜市中区本町6-50-10

横浜市政策局政策課

「パブリックコメント担当」行

2 3 1 8 7 9 0
0 0 5

料金受取人払郵便

8381

差出有効期間
2 0 2 2 年
10月14日まで
（郵便切手不要）

横浜港局
承  認

ご意見をお待ち
しております

様式は特に定めていませんが、 
①住所②氏名③本件に関する意見の

3点は、 必ずご記入ください。

財政ビジョンに基づく
「施策の推進と
財政の健全性の維持」の両立

「行政運営の基本方針」に基づく
信頼と責任のある行政運営

今後４年間の取組

1 債務管理ガバナンスの徹底による
中長期的な視点に立った債務管理

2 戦略的・総合的な取組による財源の安定的・構造的な充実

3 資産の総合的なマネジメント（ファシリティマネジメント）
の推進

4 歳出ガバナンスの強化による効率的で効果的な予算編成・
執行

5 市民の共感を生み出す情報発信と課題提起

今後４年間の取組

1
組織の最適化と職員の能力・役割発揮の最大化
❶時代に即した組織体制の構築と人事給与制度の推進
❷チーム力向上に向けた人材育成と働きやすい職場環境づくり

2
行政サービスの最適化　～事業手法の創造・転換～
❶新たな価値やサービスを生み出すDXの推進
❷市民ニーズに応える持続的な行政運営の推進

3 住民自治の充実と協働・共創による地域の更なる活性化

　財政ビジョンは、「横浜市将来にわたる責任ある財政運営の
推進に関する条例」を具体化・実効化する中長期の財政方針と
して、市会の審議を経て、策定しました。

　横浜市役所を「創造・転換」していくための、「組織・人材」や「運営の
仕組み」の大方針として、「行政運営の基本方針」の策定を進めてい
ます。「横浜市中期計画（行政運営）」は、「基本方針」で示した方向性を
踏まえた具体的な4年間の目標、指標、主な取組を示しています。

　「行政運営の基本方針」（素案）は、ホームページに掲載して
いるほか、市民情報センター、各区役所で閲覧可能です。

　「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン（2022年6月
策定）」を踏まえ、「施策の推進」と「財政の健全性の維持」の両立
に向けて、財政目標と取組を設定し、多様化・複雑化する課題に
的確に対応していく市政の土台となる持続可能な財政運営を進
めます。

　横浜市は大都市が抱える多様で複雑な課題に直面
しています。
　持続的な市政に向け、横浜市役所や職員一人ひとり
が「市民目線」「スピード感」「全体最適」を重視し、財政を土台とした、これか
らの政策実現を支えていくための行政運営を推進していきます。

電子申請システム（推奨）

Eメール
ss-chuki2022@

city.yokohama.jp

郵 便
右の封筒をご利用ください

（10月14日当日消印まで有効）

FAX

045-663-4613

直接ご持参

パブリックコメントとは？

市の計画などの案が具体化した
段階で広く公表し、市民の皆さ
んからの意見や提案を求め、そ
れらを考慮して意思決定を行う
ものです。

　「財政ビジョン」は、ホームページに掲載しているほ
か、市民情報センター、各区役所で閲覧可能です。 

横浜市 財政ビジョン 検索横浜市 行政運営の基本方針 検索

財政
運営

行政
運営

「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」
（財政ビジョン）

「行政運営の基本方針」参 考

参 考

策定スケジュール 素案公表
（2022年8月）

原案公表・策定
（12月頃予定）

9月15日（木）～10月14日（金）までパブリックコメントを実施します！

冊子
121Ｐ〜
134P

冊子
135Ｐ〜
146P

みほん




